
定款 第２章 組合員及び出資金より抜粋 
 

（自由脱退） 

第１０条 組合員は、事業年度の末日の９０日前までにこの組合に予告し、当該事業年度

の終わりにおいて脱退することができる。 

２ この組合は組合員が第９条に定める住所の変更届を ２年間行わなかったときは、脱

退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終

わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。 

３ 前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に

当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住

所の変更届出の催告をしなければならない。 

４ 第２項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総会に報告

するものとする。 
 

（法定脱退） 

第１１条 組合員は、次の事由によって脱退する。                            

(1) 組合員たる資格の喪失 

(2) 死 亡 

(3) 除 名 
 

（除 名） 

第１２条 この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によ

って、除名することができる。 

(1) ２年間この組合の事業を利用しないとき。 

(2) 利用料の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。 

(3) この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。 

２ 前項の場合において、この組合は、総会の会日の５日前までに、除名しようとする組合

員にその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 

３ この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかに

して、その旨を通知するものとする。 
 

（脱退組合員の払戻し請求権） 

第１３条 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻し

をこの組合に請求することができる。 

(1) 第１０条の規定による脱退又は第１１条第１号若しくは第２号の事由による脱退の

場合は、その払込済出資額に相当する額 

(2) 第１１条第３号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の２分の１に相当す

る額 

２ この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは、前項の規

定による払戻しを停止することができる。 

３ この組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済す

るに足らないときは、第１項の払戻しを行わない。 


